必　要　書　類　に　つ　い　て
現況届及び各種証明書類等の提出に係る留意事項について


申請書のほか、次の表をご確認の上、必要な書類をご用意ください。
提出が必要となる対象者は保護者（原則、父と母）です。６５歳未満の同居の祖父・祖母がいる場合は証明等がなくても入所は可能ですが、定員を超える希望があった際に証明等がないと優先度が低くなり、希望する園に入所できないことがありますので、該当する証明等があればご提出ください。

※兄弟・姉妹で継続希望する際の各種証明書は、コピーしますので１部提出してください。

	該当する事由
	必要な証明等

【記入者】
	その他必要なもの

	給与所得の方

（産休・育休中の方を含む）
	就労証明書（児童クラブ申込時にも活用できます。）

【勤務先】
	なし

	自営業の方
	農業・自営業等就労状況申告書（保育所用①）

【保護者】

又は

就労証明書（児童クラブ申込時にも活用できます。）
【経営者又は事業者】
	【自営業・農業共通】

確定申告書の写し（直近のもの。町県民税申告のみの方及び新規事業者は不要）

	
	
	事業開始がわかる書類（事業開始初年度の場合のみ）

	農業経営・従事の方
	
	農業経営の実態証明

（発行場所：役場農業委員会）

	母親が就労しておらず出産の前後である方
	出産・疾病・介護等

申告書（保育所用②）

【保護者】
	母子健康手帳

	疾病・けが・障害のある方
	
	疾病・けがの場合は医師の診断書

障害の場合は障害者手帳

	ご家族の介護・看護が理由となる方
	
	介護を必要とする方の状況がわかる書類（医師の診断書または介護保険証・障害者手帳等の写し）

	求職活動をする方
	求職活動・在学状況

申告書（保育所用③）

【保護者】
	求職活動がわかる書類（ハローワーク等）

	学校や職業訓練校に在学中の方
	
	なし

	退所を希望する方
	保育所利用辞退届
	なし


提出時に持参いただくもの

同一世帯に障害者手帳をお持ちの方がいる場合はその障害者手帳


